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１５．０２ 

パリ条約又はパリ条約の例による優先期間 

1．優先期間（優先権主張のできる期間）は、正規の第一国への最初の出願の日から第二

国への出願の日までの期間であり、意匠登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録

出願をした場合の優先期間は６か月である（パリ条約４条Ｃ(1)）。また、実用新案登

録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合の優先期間も６か月である

（パリ条約４条Ｅ(1))。

2．上記の期間は、最初の出願の日から開始し、出願の日は期間に算入しない（パリ条約

４条Ｃ(2)）。 

3．期間の最後の日が、第二国において法定の休日であるか、又は特許庁が意匠登録出願

を受理するために開かれていない日である場合には、その日の後の最初の就業日まで

延長される（パリ条約４条Ｃ(3)）。（→意６８条１項［準］特３条２項、行政機関の休

日に関する法律２条） 

4. パリ条約第４条Ｄ（１）の規定により意匠登録出願について優先権を主張しようとし

たにもかかわらず、同条Ｃ（１）に規定する優先期間内に優先権の主張を伴う意匠登

録出願ができなかった場合に、経済産業省令で定める期間内（パリ条約第４条

Ｃ（１）に規定する優先期間経過後２月以内）に経済産業省令で定めるところによ

りその意匠登録出願をしたときは、優先期間の経過後であっても、パリ条約第４条

の規定の例により、その意匠登録出願について優先権を主張することができる（意

１５条１項［準］特４３条の２第１項、意施１９条３項［準］特施２７条の４の２

第２項、方式審査便覧２８．０１）。ただし、故意に、優先期間内にその意匠登録出

願をしなかったと認められる場合は、この限りでない。




